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＜説明資料＞ 

 

〈諮問第１号〉 

滝川市都市交通マスタープラン 

の改定について





滝川市都市交通マスタープランの改定について 

 
１．計画の概要 
 ・「滝川市都市交通マスタープラン 概要版」資料を参照 
 
 
２．計画改定の経過（素案報告以降） 
 令和 7 年 
  ■ 12 月 17 日   滝川市都市計画審議会（素案報告） 
 

令和 8 年 
 ■ 1 月 15 日    北海道協議 
  ・内容：都市計画道路の見直し方針に係る協議 

■ 1 月 19 日    経済建設常任委員会 
・内容：滝川市都市交通マスタープラン素案報告及びパブリックコメント実施報告 

■ 1 月 26 日 ～ 2 月 9 日  パブリックコメント 
 ・場所：市役所 3 箇所（1F 市民ロビー、図書館、4F 都市計画課窓口）、江部乙支所、 
     東滝川転作研修センター（計 5 箇所） 

   ・意見：なし 
  ■ 2 月 13 日    第 2 回滝川市都市交通マスタープラン検討部会（書面） 
   ・内容：原案策定に向けた審議 
  ■ 2 月 16 日    事業部長報告（書面） 
   ・内容：原案に係る報告 
  ■ 2 月 27 日    滝川市都市計画審議会（原案諮問） 
 
 
３．素案報告からの修正箇所について 
 ・計画本編及び概要版の誤字、脱字、誤記について一部修正を行った。（方針等への影響はなし） 
 
 
４．今後のスケジュール 

■ 3 月上旬    理事者報告 
■ 3 月下旬まで   成案 

 
 





滝川市
都市交通マスタープラン

令和8年３月
滝川市

＜原案＞

概要版



01｜滝川市都市交通マスタープラン＜概要版＞

計画の位置付けと目的第 1 章

都市交通部門の計画として平成23年に策定した「滝川市都市交通マスタープラン」は、上

位計画に基づく将来都市像にあわせた望ましい交通体系や、都市計画道路の見直し方針を

設定し、道路網の整備を進めてきました。

その後、上位計画である「滝川市総合計画」は、人口減少や少子高齢化の進展などによる

社会情勢の変化を背景にコンパクト・プラス・ネットワークのまちづくりへとシフトし、「滝川

市都市計画マスタープラン」についても、この方針に基づいて改定を行いました。

これら上位計画の改定を受け、人口変動や都市交通需要の動向を踏まえた道路網のあり

方や、長期間未整備となっている都市計画道路の見直し方針、さらには公共交通を含めた

将来目指すべき都市交通像を示すべく、本計画を改定します。

● 都市交通マスタープランの位置付け

滝川市都市交通マスタープラン

上位計画 関連計画

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
〈令和12年の姿として策定〉

滝川市総合計画
〈令和5年度～令和14年度〉

滝川市都市計画マスタープラン
〈令和6年度～令和24年度〉

滝川市立地適正化計画
〈令和5年度～令和24年度〉

第３期滝川市まち・ひと・しごと創生総合戦略

〈令和7年度～令和11年度〉

第2次滝川市環境基本計画・地域行動計画
〈平成28年度～令和7年度〉

滝川市強靭化計画
〈令和2年度～令和7年度〉

滝川市街路樹適正化計画
〈令和6年度～令和16年度〉

中空知地域公共交通計画
〈令和5年度～令和9年度〉

連携

整合

整合

（計画本編P2～３）



現状と課題第 2 章

滝川市都市交通マスタープラン＜概要版＞｜02

人口変動

● 都市機能の状況

鉄
道

バ
ス

都市交通マスタープランの改定にあたり、基本方針、都市交通の将来像及び具体的な取組内容を定

めるため、滝川市の社会情勢や、改定前の都市交通マスタープランで設定した目標の検証を行います。

● 人口・社会動態の状況

課 題
・ 市内外の通勤・通学の利便性を確保するための

広域的な道路網及び公共交通ネットワークの検討

課 題 ・ 持続可能な公共交通網の維持
・ 未整備都市計画道路の存続・廃止などの見直し方針の策定

課 題 ・ 人口減少下においても持続可能な既存ストックを活用した道路網の検討

● 既存交通の現状

6,638 5,132 3,995 2,833 

30,867 
26,067 

21,161 
18,559 

9,356 
11,912 

13,821 
13,135 

59 
513 

46,861 
43,170 

39,490 
34,527 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

H12 H22 R2 R12

年少人口 生産年齢人口 高齢人口 年齢不詳（人）

H12～R2：国勢調査、R12：国立社会保障・人口問題研究所

移動の実態

21,423 21,612 21,316 20,923 

1.21 1.20 1.18 1.18

1.01 1.01 1.01 1.00

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

18,000

19,000

20,000

21,000

22,000

23,000

24,000

25,000

H26 H29 R2 R5

（台/世帯）（世帯）

世帯数（滝川市）
1世帯あたりの自動車保有台数（滝川市）
1世帯あたりの自動車保有台数（北海道）

人口減少・少子高齢化が進行 自動車保有台数は横ばい

滝川市の人口の7割超の人数が市内外へ日々流動

滝川市内の企業や学校へ通勤・通学する人 〔総数 21,092 人〕※従業地・通学地「不詳」で滝川市に常住する人数を含む。

滝川市

市外から滝川市へ
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公共交通の利用状況

凡例
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都市計画道路網の状況

未整備の路線が存在5,797 

4,081 4,153 4,471 4,784 

0

2,000

4,000

6,000

R1 R2 R3 R4 R5

（百人）

393 288 297 287 304 

0

200

400

600

R1 R2 R3 R4 R5

（千人）

公共交通需要は一定

（計画本編P５～１２）

北海道運輸局「自動車に関する資料・統計」、全国軽自動車協会連合会「軽自動車車両数」

総務省「国勢調査」

令和7年版 滝川市の統計
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03｜滝川市都市交通マスタープラン＜概要版＞

広域、中空知圏、都市内の多様なネットワークを支える交通体系基本方針１

検 証 結 果

・国道12号、38号は継続的な整備要望を行っている。

・道道の整備要望や、継続的な道道昇格要望を行っている。

・都市計画道路の見直し方針に基づき整備が進められてきた。

・都市幹線街路のうち西二号通は整備済みとなり、三丁目通・一丁目通は未整備となっている。

移動の円滑性、安全性、快適性を備えた交通体系基本方針2

・都市幹線道路のうち中心市街地の国道、道道は、歩道等がバリアフリー化された。

・交通結節点のうち、滝川駅から官庁通へと繋がる一帯の区域は、 バリアフリー化を行った。

・滝川市街路樹適正化計画（令和６年１０月）が策定され、計画に基づく維持管理を実施している。

・電線類地中化は推進体制が構築できておらず、未整備となっている。

検 証 結 果

人と環境にやさしい交通体系基本方針3

・バス利用者の利便性向上の取組として、バスロケーションシステムの導入等を実施している。

・江部乙地域は乗合タクシー等の検討、実証実験を行った。

・滝川駅及び駅前広場は、バリアフリー基本構想〔滝川駅周辺地区〕に基づきバリアフリー化した。

検 証 結 果

平成２３年３月に策定された都市交通マスタープランにおいて示した３つの基本方針の検証を行います。

課 題
・ 国道、道道の道路管理者への整備要望の継続

・ 未整備都市計画道路の存続・廃止などの見直し方針の策定

課 題
・ バリアフリーに配慮した道路整備の検討

・ 景観や防災性の向上に資する都市内交通環境整備の継続検討

課 題 ・ 利便性を考慮した公共交通網の維持

● 改定前の滝川市都市交通マスタープランの検証

（計画本編P１３～１５）



基本方針と将来像第 3 章

滝川市都市交通マスタープラン＜概要版＞｜04

● 都市交通の交通体系

「滝川市都市計画マスタープラン」で示した交通体系を踏襲し、各街路を分類し、位置付けます。

■ 広域交通ネットワーク
（１）自動車専用道路

（広域幹線軸）

（２）主要幹線街路
（広域都市軸）

（３）都市幹線街路
（中空知圏交流軸）

北海道縦貫自動車道

大通（国道12号）、東三号通（国道12号滝川バイパス）、東大通（国道
38号）、西大通（国道451号）、滝新線（国道４５１号滝新バイパス）

道道江部乙雨竜線、道道江部乙赤平線、（仮）道道滝川・新十津川線

■ 都市内交通ネットワーク
（４）都市幹線街路

（都市環状軸）
東三号通・東大通・西大通・西二号通・三丁目通により構成される
環状道路体系

都市幹線街路を補完する役割を担う路線

市民生活に密着した道路空間の形成を図る路線

● 基本方針と３つの取組方針

「滝川市都市計画マスタープラン」の分野別構想における交通体系の基本方針を踏襲し、基本方

針と取組方針を定めます。

基本方針
中空知地域の交通拠点としての役割を維持するとともに
「コンパクト・プラス・ネットワーク」の都市の骨格を形成し、

円滑に移動できる持続可能な交通体系

取組方針 1 広域・中空知圏・都市内の多様なネットワークを支える交通体系

北海道の交通の要衝としての広域交通ネットワークの形成、中空知地域の近隣自治体との交通ネット
ワークの形成、また、都市拠点やコミュニティ拠点を結ぶ交通ネットワークの形成など、都市の活力を支え
る多様な交通ネットワークの形成を図ります。

取組方針 2 選択と集中の観点を踏まえた整備路線の検討

人口減少や少子高齢化が進行する中、「コンパクト･プラス･ネットワーク」のまちづくりを支える道路網
は重要な要素である一方、選択と集中の観点から、整備路線の見直しや絞り込みを図ることが必要です。
都市計画道路の役割を考慮しながら、まちづくりに関する多様な観点を踏まえ、整備すべき道路や維持
すべき道路の検討を行います。

取組方針 3 持続可能な公共交通体系

公共交通を取り巻く環境はこれまで以上に厳しくなることが想定されます。このような状況下で利用者
の利便性を維持するために持続可能な運行形態や利用促進策、新たな公共交通の導入などを検討し、市
民の快適な暮らしを支える都市内交通環境の維持・向上を図ります。

（５）補助幹線街路

（６）区画道路（一般市道）

（計画本編P１７～２０）



基本方針と将来像第 3 章

05｜滝川市都市交通マスタープラン＜概要版＞

● 具体的な取組

 国道12号について、事故対策事業及び４車線化の事業促進を引き続き要望する。

 国道38号について、未整備区間の事業促進を引き続き要望する。

広域・中空知圏・都市内の多様なネットワークを支える交通体系取組方針 1

具体的な取組1-1 広域都市軸（国道）の道路管理者への整備要望

選択と集中の観点を踏まえた整備路線の検討取組方針 2

持続可能な公共交通体系取組方針 3

具体的な取組1-２ 中空知圏交流軸（道道）の道路管理者への整備要望

具体的な取組1-３ 都市幹線街路の整備に向けた協議

具体的な取組２-1 補助幹線街路の整備方針検討

具体的な取組２-２ 安全性・快適性を考慮した都市内道路景観の確保

具体的な取組２-３ 多様な生活利便施設への移動円滑化

具体的な取組3-1 公共交通ネットワークの検討

基本方針と３つの取組方針から構成し、２章で整理した現状と課題を踏まえて、今後実施していく

具体的な取組を示します。

 道道江部乙赤平線について、未整備区間の事業促進を引き続き要望する。

 （仮称）道道滝川・新十津川線について、道道昇格を引き続き要望する。

 三丁目通は、（仮称）道道滝川・新十津川線の一部として、道道昇格を引き続き要望する。

 都市計画道路で未整備区間を有する路線については、見直し方針を検討する。また、整備済み路
線についても、周辺道路とのネットワークの観点から見直し方針を検討する。

 街路樹適正化計画に基づいて適切な維持管理を実施し、都市内道路景観の確保を図る。

 電線類地中化について、将来的な検討に向けて引き続き関連事業者との協議を進める。

 施設や道路配置、上位・関連計画における将来都市像の整備方針や、 主要施設と位置づけてい
る公共施設の整備方針を踏まえ、引き続きバリアフリー路線等の整備を必要に応じ検討する。

 滝川市内線について、施策を必要に応じて検討し、持続可能な運行及び利便性向上を図る。

 鉄道は、北海道旅客鉄道株式会社の動向を注視し、沿線等自治体と連携した取組を推進する。

 市内を運行する既存バス路線維持のあり方は、交通事業者と連携の下で継続的に検討する。

 江部乙地域については、令和８年9月を持って廃止予定の滝深線の代替交通手段を検討する。

（計画本編P２１～２３）
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都市計画道路の見直し第 4 章

滝川市都市交通マスタープラン＜概要版＞｜06

滝川市の都市計画道路全26路線のうち、未整備又は一部未整備となっている10路線は、

全て都市計画決定から30年以上経過している状況にあり、延長は約１１kmとなっている

● 都市計画道路の現状と課題

長年にわたり建築制限を課してきた地権者の生活や土地の

有効利用への影響を考慮し、見直し方針の策定が必要

● 見直しの目的

滝川市では北海道が策定した「都市計画道路の見直しガイドライン」に基づき、都市計画決定後長

期にわたり未整備となっている都市計画道路について、現状における課題とこれからの滝川市の

将来都市像に沿った計画道路網となっているかを総合的に点検・検証し、「存続」、「変更」または

「廃止」、「検討継続」の方針を策定します。

＜計画経過年数ごとの整備状況＞ ＜長期未整備区間の延長割合＞
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（計画本編P２５～２８）



都市計画道路の見直し第 4 章

0７｜滝川市都市交通マスタープラン＜概要版＞

● 都市計画道路見直しの進め方

北海道が策定した「都市計画道路の見直しガイドライン」に基づき、以下の流れで検討を進め、

見直し方針を策定しました。

【検証・評価】

見
直
し
路
線
の
抽
出

見
直
し
の
方
向
性
の
検
討

道
路
網
全
体
の
検
証

＜第１段階＞

★ 見直し対象路線（区間）の抽出

都市計画運用指針に基づき、見直し対象となる路線を定める。

＜第２段階＞

＜第３段階＞

【第４段階】

★ 必要性の検証

現状整理・整備課題・道路機能・連続性や配置バランス等から総合的に判断

★ 実現性の検証

自然環境・道路構造・社会情勢・財政等から検討

★ 見直しの方向性の検討（見直し変更の区分）

存続
現状のまま存続すべ
き路線

存続（変更）
幅員等を変更した上
で存続すべき路線

廃止
廃止すべき路線

検討継続
検討を継続すべき路
線

★ 道路網全体の妥当性を検証

見直しの方向性を考慮した道路網で交通量や道路網密度を検証

★ 見直しの方向性（見直し方針案）

見直し対象路線の存続、変更、廃止等の方針素案を策定

交通量や道路網密度に妥当性がない場合、【第３段階】へ戻る

方針原案作成・パブリックコメント等（市）

「滝川市都市計画道路の見直し方針」の策定（市）

都市計画変更の手続き等（市）

見
直
し
方
針
の
策
定
・手
続
き
等

（計画本編P２９～３１）
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● 見直し方針の決定（見直し方針図）

未整備又は一部未整備の都市計画道路１０路線のうち、３章の具体的取組において国や道に整備要

望を実施することとした路線を除いた路線を見直し対象路線とし、見直しを行うにあたっては、未整

備区間及び都市計画道路のネットワークにおける連続性を鑑み、一部路線において整備済み区間と

未整備区間に分けて検討を行いました。

また、区間分けした見直し対象路線については、北海道が策定した「都市計画道路の見直しガイドラ

イン」を基本に、必要性及び実現性の検証や、道路網全体の妥当性の検証を行い、その結果を踏まえ

て以下の通り都市計画道路の見直し方針案を策定しました。

（計画本編P３２～４４）
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【検証に基づく検討結果】

市の中心を縦貫する街路だが整備済の周辺街路が都市計画道路ネット

ワークを形成しており、当初期待された防火帯としての役割やシンボル

ロードの意味合いも薄れていることから都市計画道路の必要性は低く、

全線廃止とする。

〈No.1〉 ３・４・１ 中央通（計画幅員20.0m 延長1,820m） 廃止

● 見直し方針の決定（見直し方針案）

（計画本編P３２～４４）

都市計画道路の「廃止」について

都市計画道路とは、将来のまちづくりにおいて都市の骨格を形成するため、都市計画法

に基づいて、幅や延長、形等をあらかじめ計画で定める道路のことです。

滝川市都市交通マスタープランにおける都市計画道路の「廃止」とは、 こうした道路の

計画を廃止することを指し、現在ある道路がなくなったり、通行できなくなったりするこ

とではありません。

都市計画道路の「廃止」 イメージ図

以降で示す「存続」、「廃止」が示す意味は以下のとおりです。

存続 ･･･ 現行のまま都市計画道路としての位置付けを存続する。

廃止 ･･･ 都市計画道路としての位置付けを廃止するが、現道は残る。

【検証に基づく検討結果】

人口増加による市街地拡大を方針としていた当時と異なり、現在は当

該区間が主に居住誘導区域外に位置していることからも都市計画道路

の必要性は低く、区間①（未整備区間）を廃止とする。

〈No.２-①〉 ３・４・１１ 一丁目通（計画幅員１４.0m 延長480m） 廃止
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【検証に基づく検討結果】

周辺地域は高齢化等により自動車交通量が減少傾向かつ当該区間以

西は居住誘導区域外に位置している。市街地拡大を方針としていた当時

と比較すると都市計画道路の必要性は低く、区間②（西二号通～西三号

通）を廃止とする。

〈No.４-②〉 ３・４・20 西泉通（計画幅員16.0・14.0m 延長520m） 廃止

● 見直し方針の決定（見直し方針案）

（計画本編P３２～４４）

【検証に基づく検討結果】

交通機能・市街地形成機能の観点から補助幹線街路として重要な道路

機能を担っており都市計画道路の必要性は高く、区間②（整備済区間）を

存続とする。

〈No.２-②〉 ３・４・11 一丁目通（計画幅員14.0m 延長4,090m） 存続

【検証に基づく検討結果】

沿線は一般住宅地が主であり、起点側に複合商業施設が位置するもの

の現道により交通需要を満たしているほか、整備済の周辺街路が都市計

画道路ネットワークを形成していることから都市計画道路の必要性は低

く、全線廃止とする。

〈No.３〉 ３・４・１２ 二丁目通（計画幅員18.0m 延長910m） 廃止

【検証に基づく検討結果】

沿線には三世代交流センターや公園、救急指定病院などを有し、交通

機能・都市防災機能・市街地形成機能の観点から補助幹線街路として重

要な機能を担っており都市計画道路の必要性は高く、区間①（起点側整

備済区間）を存続とする。

〈No.４-①〉 ３・４・20 西泉通（計画幅員16.0・14.0m 延長820m） 存続

【検証に基づく検討結果】

周辺区域は高齢化等により自動車交通量が減少し、当該区間は居住誘

導区域外であり、計画決定当初と比較すると都市計画道路の必要性は低

く、区間③（西三号通～終点）を廃止とする。

〈No.４-③〉 ３・４・20 西泉通（計画幅員16.0・14.0m 延長1,190m） 廃止



都市計画道路の見直し第 4 章

【検証に基づく検討結果】

学校利用者以外からの交通需要に乏しいこと、居住誘導区域外に位置

していることなどから都市計画道路としての必要性は低く、全線廃止と

する。

〈No.5〉 ３・４・25 東四丁目通（計画幅員14.0m 延長840m） 廃止

【検証に基づく検討結果】

並行する大通が交通需要を担っている状況であり、平成25年の計画

変更時と比較しても交通量が減少傾向である。整備済の周辺街路が都市

計画道路ネットワークを形成していることからも都市計画道路の必要性

は低く、全線廃止とする。

〈No.6〉 ３・5・21 西一号通（計画幅員14.5m 延長660m） 廃止

【検証に基づく検討結果】

大通以東と比較して大通以西区間の交通需要が低く、状況は今後も続

く推計である。都市計画道路網としての必要性が低いと言え、高校通の

大通以西区間については西一号通と併せて廃止とする。

〈No.7〉 ３・４・10 高校通（計画幅員18.0m 延長260m） 廃止

● 見直し方針の決定（見直し方針案）

（計画本編P３２～４４）

11｜滝川市都市交通マスタープラン＜概要版＞
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● 都市交通の将来像（都市計画道路見直し後）

都市計画道路の見直し方針を踏まえた、滝川市の都市交通の将来像は以下の通りです。

（計画本編P４５）
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